
　

さ
ら
に
吉
村
市
長
や
松
井

一
郎
知
事
が
、「
総
合
区
長

は
予
算
編
成
権
が
な
い
」「
総

合
区
は
保
育
所
を
つ
く
れ
な

い
」
な
ど
と
、「
特
別
区
」

の
優
位
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
に
触

れ
、「
結
局
、『
大
阪
都
』
構

想
に
も
う
一
度
挑
戦
し
た
い

知
事
、
市
長
の
言
い
訳
づ
く

り
と
し
か
思
え
な
い
」
と
批

判
し
ま
し
た
。

住
民
投
票
で

決
着
済
み
だ

　
「
特
別
区
は
住
民
投
票
で

決
着
が
付
い
て
い
る
」
と
述

べ
た
山
中
氏
は
、「
特
別

区
」
は
、
大
阪
市
の
権
限
や

財
源
が
府
に
吸
い
上
げ
ら

れ
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下

す
る
こ
と
な
ど
数
多
く
の
欠

陥
が
明
ら
か
に
な
り
、
維
新

が
違
法
を
重
ね
て
住
民
投
票

に
持
ち
込
ん
だ
が
、
否
決
さ

れ
た
と
強
調
し
ま
し
た
。

　

住
民
説
明
会
用
の
資
料
で

　
「
副
首
都
推
進
局
」
が
７

月
22
日
に
示
し
た
素
案
は
、

現
在
の
大
阪
市
を
残
し
た
ま

ま
行
政
区
の
権
限
を
強
化
す

る
「
総
合
区
」
を
導
入
。
現

在
の
24
区
を
合
区
し
①
５
区

（
１
区
当
た
り
人
口
45
万
人

程
度
）、
②
８
区（
同
30
万
人

程
度
）、
③
11
区（
同
20
万
人

程
度
）の
３
つ
の
区
割
り
を

設
定
し
て
い
ま
す
。

　
「
総
合
区
」
が
担
う
事
務

に
応
じ
て
５
区
で
は
「
一
般

市
並
み
」
と
「
中
核
市
並

み
」、
８
区
で
は
「
ほ
ぼ
現

行
の
行
政
区
並
み
」
と
「
一

般
市
並
み
」、
11
区
で
は

「
ほ
ぼ
現
行
の
行
政
区
並

み
」
の
計
５
案
が
あ
り
、
今

年
度
中
に
１
案
に
絞
り
込
む

と
し
て
い
ま
す
。

　

松
井
知
事
は
「
総
合
区
か

特
別
区
か
を
問
う
住
民
投

票
」
を
２
０
１
８
年
秋
ま
で

に
実
施
す
る
考
え
を
表
明
。

「
副
首
都
推
進
局
」
が
８
月

末
か
ら
開
く
住
民
説
明
会
に

は
、
吉
村
市
長
と
松
井
一
郎

知
事
も
出
席
す
る
予
定
で

す
。　

は
、
住
民
自
治
の
拡
充
に
あ

る
と
指
摘
。
一
方
、「
特
別

区
」
は
大
阪
市
を
廃
止
し
て

府
の
内
部
団
体
と
な
る
「
統

治
機
構
」
を
変
更
す
る
問
題

で
あ
り
、「
ま
っ
た
く
次
元

が
違
う
も
の
で
あ
り
、
誰
が

考
え
て
も
比
べ
て
は
い
け
な

い
も
の
を
並
べ
る
の
は
論
外

だ
」
と
断
じ
ま
し
た
。

住
民
自
治
の

拡
充
が
目
的

　
「
副
首
都
推
進
局
」
は
８

月
末
か
ら
、「
副
首
都
に
ふ

さ
わ
し
い
新
た
な
大
都
市
制

度
」
を
検
討
す
る
と
し
て
、

「
総
合
区
」
素
案
と
、
昨
年

５
月
の
住
民
投
票
で
否
決
さ

れ
た
「
特
別
区
」（「
大
阪

都
」
構
想
）の
両
方
に
つ
い

て
、
市
民
の
意
見
を
聞
く
住

民
説
明
会
を
開
く
と
し
て
い

ま
す
。

　

山
中
氏
は
、
地
方
自
治
法

の
改
正
で
「
総
合
区
」
の
設

置
が
可
能
に
な
っ
た
目
的

は
、「
特
別
区
の
制
度
案
は

な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
住

民
投
票
に
至
る
経
過
が
な
か

っ
た
か
の
よ
う
に
、「
特
別

区
」
を
バ
ラ
色
に
描
い
て
い

る
と
批
判
。「
行
政
が
公
金

を
使
っ
て
こ
ん
な
説
明
会
を

し
て
い
い
は
ず
が
な
い
。
大

阪
市
の
都
市
内
分
権
の
問
題

に
知
事
が
出
席
す
る
の
は
越

権
行
為
だ
」
と
抗
議
し
ま
し

た
。

制
度
い
じ
り

か
ら
離
れ
て

　

山
中
氏
は
、
区
長
の
権
限

強
化
を
論
じ
る
こ
と
よ
り
、

住
民
意
見
を
市
政
に
反
映
さ

せ
る
住
民
自
治
の
仕
組
み
づ

く
り
こ
そ
求
め
ら
れ
る
と
力

説
。「
本
当
に
や
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
市
民
の

暮
ら
し
と
福
祉
の
向
上
、
大

阪
経
済
を
ど
う
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
。
制
度
い
じ
り
か

ら
離
れ
て
前
に
進
む
べ
き

だ
」
と
主
張
し
ま
し
た
。

　

大
阪
市
議
会
大
都
市
・
税
財
政
制
度
特
別
委
員
会
が
７
月
29
日
開
か
れ
、
府
と
大
阪
市
が
共
同
設
置
す
る

「
副
首
都
推
進
局
」
が
ま
と
め
た
「
総
合
区
」
素
案
な
ど
に
つ
い
て
集
中
審
議
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
共
産

党
の
山
中
智
子
幹
事
長
は
質
問
の
中
で
、「
総
合
区
」
と
「
特
別
区
」
の
根
本
的
な
違
い
を
解
明
。
吉
村
洋

文
大
阪
市
長
ら
が
大
阪
市
を
廃
止
し
て
「
特
別
区
」
を
設
置
す
る
「
大
阪
都
」
構
想
に
再
挑
戦
す
る
た
め
、

「
総
合
区
」
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
ま
し
た
。

次
元
違
う
も
の 

比
較
は
論
外

大
阪
市
議
会
特
別
委 

山
中
共
産
党

市
議
団

幹
事
長
が
指
摘

「
都
」構
想
実
現
に
利
用 
維
新

「
総
合
区
」と「
特
別
区
」

「
総
合
区
」素
案

質
問
す
る
山
中
幹
事
長
＝
７
月
29
日
、
大
阪
市
議
会

shikai
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